
　
障
が
い
者
、
子
ど
も
、
一
人
親
家
庭
等

に
対
し
て
、
医
療
機
関
で
支
払
っ
た
医
療

費
の
一
部
を
助
成
す
る
制
度
で
す
。

　

対
象
者
は
次
の
と
お
り
で
す
。
な
お
、

申
請
を
し
て
い
な
い
人
や
、
前
年
度
以
前

に
所
得
超
過
な
ど
で
受
給
し
て
い
な
い
人

は
、
助
成
が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
次
の
い
ず
れ
か
の
手
帳
を
持
っ
て
い
る
人

○
身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
３
級
の
い
ず
れ
か

○
療
育
手
帳
Ａ
ま
た
は
Ｂ

○
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
ま
た

は
２
級

※
本
人
と
扶
養
義
務
者
な
ど
に
所
得
制
限

が
あ
り
ま
す
。

　
15
歳
に
達
す
る
日
以
降
の
最
初
の
３
月

31
日
ま
で
の
子
ど
も

※
保
護
者
に
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
が
、

義
務
教
育
就
学
前
の
子
ど
も
の
保
護
者

に
は
所
得
制
限
が
あ
り
ま
せ
ん
。

※
義
務
教
育
就
学
前
の
子
ど
も
が
三
重
県

内
の
医
療
機
関
（
医
科
・
歯
科
・
調
剤

薬
局
・
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
）
を

受
診
す
る
場
合
は
、
受
給
資
格
証
を
窓

口
へ
提
示
す
る
こ
と
で
、
窓
口
で
の
支

払
い
が
無
料
に
な
り
ま
す
。

※
手
続
き
が
遅
れ
る
と
、
出
生
日
か
ら
受

給
資
格
を
取
得
で
き
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
ら
、
健
康

保
険
加
入
手
続
き
後
、
早
め
に
受
給
資

格
認
定
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
人

○
父
子
家
庭
ま
た
は
母
子
家
庭
で
養
育
さ

れ
て
い
る
18
歳
未
満
児
＊
と
そ
の
父
ま

た
は
母

○
父
ま
た
は
母
の
い
な
い
18
歳
未
満
児
と

そ
の
養
育
者

○
父
ま
た
は
母
が
重
度
の
障
が
い
（
国
民

年
金
の
障
害
等
級
１
級
程
度
）
を
持
つ

18
歳
未
満
児
と
そ
の
父
ま
た
は
母

＊
18
歳
に
達
す
る
日
以
降
最
初
の
３
月
31

日
ま
で
の
子
ど
も

※
本
人
と
扶
養
義
務
者
な
ど
に
所
得
制
限

が
あ
り
ま
す
。

　
現
在
受
給
資
格
が
あ
り
、
９
月
以
降
も

引
き
続
き
受
給
資
格
が
あ
る
人
に
は
、
８

月
下
旬
に
新
し
い
受
給
資
格
証
を
送
付
し

ま
す
。
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
が
変

わ
っ
た
な
ど
、
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
場

合
に
は
市
の
窓
口
に
届
出
を
し
て
く
だ
さ

い
。
手
続
き
方
法
や
所
得
制
限
な
ど
、
詳

し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

　
医
療
機
関
が
発
行
す
る
領
収
書（
氏
名・

医
療
機
関
名
・
保
険
点
数
・
領
収
印
が
あ

る
も
の
）
と
福
祉
医
療
費
受
給
資
格
証
を

持
っ
て
、
保
険
年
金
課
ま
た
は
各
支
所
で

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い

る
人
は
除
き
ま
す
。

　
療
養
費
に
対
す
る「
意
見
書（
写
）」、「
領

収
書
（
写
）」、
加
入
し
て
い
る
保
険
者
か

ら
届
く
「
療
養
費
支
給
決
定
通
知
書
」
と

福
祉
医
療
費
受
給
資
格
証
を
持
っ
て
、
保

険
年
金
課
ま
た
は
各
支
所
で
申
請
を
し
て

く
だ
さ
い
。
伊
賀
市
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
場
合
、
伊
賀
市
国
民
健
康
保

険
の
療
養
費
の
支
給
申
請
と
同
時
に
申
請

で
き
ま
す
。

　
福
祉
医
療
受
給
資
格
者
で
、
三
重
県
の

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る

人
の
助
成
金
の
振
込
日
を
、
６
月
診
療
分

か
ら
変
更
し
ま
す
。
こ
れ
ま
で
振
込
日
は

受
診
月
か
ら
３
カ
月
後
の
25
日
で
し
た

が
、
受
診
月
の
４
カ
月
後
の
25
日
と
な
り

ま
す
。

９
月
１
日
か
ら
受
給
資
格
証
が
変
わ
り
ま
す

福
祉
医
療
費
助
成
制
度

【
問
い
合
わ
せ
】

　
保
険
年
金
課

　
☎
22
・
９
６
６
０　
℻  
26
・
０
１
５
１　

hoken@
city.iga.lg.jp

◆
障
が
い
者

◆
県
外
の
医
療
機
関
を受

診
し
た
と
き

◆
療
養
費
（
コ
ル
セ
ッ
ト
な
ど
）
の

　
申
請
を
し
た
と
き

◆
一
人
親
家
庭
等

◆
子
ど
も

◆
助
成
金
の
振
込
日
を
変
更
し
ま
す

制
度
が
利
用
で
き
ま
す

対
象
者

ご
注
意
く
だ
さ
い

　
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
と
は
、
体
の
異
常

を
感
じ
た
時
に
緊
急
ボ
タ
ン
を
押
す
と
受

信
セ
ン
タ
ー
に
つ
な
が
り
、
状
況
に
応
じ

て
、
家
族
や
協
力
員
に
連
絡
を
し
た
り
、

救
急
車
の
出
動
を
要
請
す
る
シ
ス
テ
ム

で
す
。

　
受
信
セ
ン
タ
ー
で
は
、
毎
月
１
回
、
利

用
者
へ
電
話
を
か
け
て
健
康
状
態
を
確
認

す
る
ほ
か
、
看
護
師
な
ど
が
24
時
間
体
制

で
利
用
者
か
ら
の
健
康
相
談
に
応
じ
ま
す
。

な
お
、
ペ
ン
ダ
ン
ト
型
送
信
機
を
常
に
身

に
つ
け
る
こ
と
で
、
風
呂
や
庭
な
ど
で
の

緊
急
時
に
も
通
報
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
一
定
期
間
動
き
が
な
い
な
ど
、

生
活
リ
ズ
ム
に
異
常
が
あ
っ
た
場
合
に

は
、
人
感
セ
ン
サ
ー
が
感
知
し
、
自
動
的

に
受
信
セ
ン
タ
ー
に
通
報
し
ま
す
。

緊
急
通
報
装
置
本
体（
固
定
電
話
回
線
用
）

※
自
宅
に
固
定
電
話
回
線
が
あ
る
人

ペ
ン
ダ
ン
ト
型
送
信
機

※
防
水
機
能
付
き

※
屋
外（
庭
な
ど
）で
も
使
用
で
き
ま
す
。

人
感
セ
ン
サ
ー

※
カ
メ
ラ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
複
数
個
設
置
し
ま
す
。

【
対
象
者
】

　
65
歳
以
上
で
装
置
を
使
用
で
き
、
次
に

当
て
は
ま
る
人

○
急
な
発
作
な
ど
、
緊
急
時
に
不
安
の
あ

る
一
人
暮
ら
し
の
人

○
同
居
者
が
障
が
い
な
ど
で
緊
急
時
に
対

応
で
き
な
い
世
帯
の
人
（
日
中
の
み
１

人
の
場
合
は
対
象
外
） 

【
料　
金
】

　
１
０
０
０
円
／
月

※
た
だ
し
、
生
活
保
護
世
帯
、
市
民
税
非

課
税
世
帯
、
介
護
保
険
料
の
所
得
段
階

が
第
１
〜
第
３
段
階
の
み
で
構
成
さ
れ

る
世
帯
の
人
は
無
料
で
す
。

【
申
込
方
法
】

　
介
護
高
齢
福
祉
課
ま
た
は
各
支
所
へ
申

請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

急
な
発
作
な
ど
の
不
安
が
あ
る
人
へ

緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

【
問
い
合
わ
せ
】

　
介
護
高
齢
福
祉
課

　
☎
22
・
９
６
３
４　
℻  
26
・
３
９
５
０　

kaigo@
city.iga.lg.jp

◆
使
用
機
器

８月から携帯電話回線を
利用した緊急通報

システムを導入します。

緊急通報装置本体（携帯電話回
線用）
※自宅に固定電話回線がなく、
携帯電話を利用している人

ペンダント型送信機と人感
センサーも付いています。
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